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■ 「移動通信分野における接続料等と利用者料金の関係の検証に関する指針」の改定案 

意見 考え方 
修正の 

有無 

全般 

意見１ 

● 妥当と思われる。 

考え方１  

○ 妥当かと思われます。 

【個人Ａ】 

○ 賛同の御意見として承ります。 無 

意見２ 

● 本改定案において、ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス（共用

型）、モバイルルーターサービス及びケーブルテレビサービスと移動通信サービ

スとのセット割引及び特定決済方法割引を考慮する旨が示されたことに賛同。 

考え方２  

○ 移動通信市場の健全な発展には、MNOとMVNOの公正な競争環境の下、競争を通

じて料金の低廉化やサービスの多様化が実現されることが必要不可欠と認識し

ております。 

○ この点、本改定案において、ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス

（共用型）・モバイルルーターサービス及びケーブルテレビサービスと移動通信

サービスのセット割引並びに特定決済方法割引を考慮いただく旨が示されたこ

とは、移動通信市場の公正な競争環境の確保に繋がると考えますので、賛同いた

します。 

【株式会社オプテージ】 

○ 賛同の御意見として承ります。 無 

３．検証の実施方法 （２）検証対象   

意見３ 

● 本改定案において、検証対象サービス等選定時及び検証時に、ワイヤレス固定

ブロードバンドアクセスサービス（共用型）等とのセット割引や特定決済方法割

引を考慮する旨が示されたことは、より実態に即した利用者料金での検証につな

がると考えることから、本改定案の考え方に賛同。 

考え方３  

○ 移動通信市場の健全な発展のためには、MNOとMVNO間の公正な競争を活性化さ

せることが重要であり、そのためには引き続き、MVNOが適正な接続料によって

MNOと品質面・価格面等において同等のサービスを提供できることが重要である

と考えます。 

○ 現状、モバイル市場においては、MNOサブブランドの料金値下げや廉価プラン

の登場等によりMNOとMVNOの料金水準が近接し、料金面と品質面のバランス等で

○ 賛同の御意見として承ります。 無 
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優位なMNOサブブランド・廉価プランへの流出が増加する等、競争環境に影響が

生じている状況であり、至近においても一部のMNO廉価プランにおいて、実質的

な値下げが実施される等、MVNOを取り巻く競争環境は更に厳しい状況になりつ

つあると認識しております。 

○ この点、特にMNOサブブランドを中心に、ワイヤレス固定ブロードバンドアク

セスサービス（共用型）等とのセット割引や特定決済方法割引による価格訴求

を継続的に実施している点を踏まえると、本改定案において、検証対象サービ

ス等選定時及び検証時にそれらの割引を考慮する旨が示されたことは、より実

態に即した利用者料金での検証につながると考えることから、本改定案の考え

方に賛同いたします。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

意見４ 

● 今後、モバイルスタックテストにおいて、「セット割引適用サービス」の

対象を見直す場合、モバイル市場の競争へ与える影響や規制コスト等を踏ま

え、慎重な議論・検討が必要と考える。 

考え方４  

○ 本指針の改定案において、検証対象サービス等の選定時及び検証の実施時に

おいて、FTTHアクセスサービスとのセット割引に加え、新たにワイヤレス固定

ブロードバンドアクセスサービス（共用型）、モバイルルーターサービス及びケ

ーブルテレビサービスとのセット割引並びに特定決済方法割引が利用者料金に

考慮されることとなりました。 

○ 様々な割引サービスが存在する中、今後、モバイルスタックテストにおい

て、「セット割引適用サービス」の対象を見直す場合、モバイル市場の競争へ与

える影響やかかる規制コスト等を踏まえ、慎重な議論・検討が必要と考えま

す。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 今般の指針の改定は、接続料の算定等に関す

る研究会第八次報告書において、ワイヤレス固

定ブロードバンドアクセスサービスとのセッ

ト割引について、ＦＴＴＨアクセスサービスと

のセット割引と同様に、モバイルスタックテス

トにおいて考慮することが適当、モバイルルー

ターサービスとのセット割引やケーブルテレ

ビサービスとのセット割引について、指針の見

直しの検討に当たり総務省において慎重に検

討することが適当とされたことを踏まえて行

うものです。 

ＭＶＮＯはＭＮＯの割引後の利用者料金と

競争しており、検証に当たってその割引を考慮

しない場合には検証の有効性が担保できない

ことから、利用者料金に関する割引について

は、割引を加重平均して一人当たりの割引相当

額を算出し、それを料金プランの料金額から控

除した額を利用者料金とすることが原則であ

無 
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り、ＦＴＴＨアクセスサービスと同様の方法で

考慮することが可能なセット割引については、

同様の案分方法を適用し、考慮することが適当

と考えます。 

意見５ 

● 料金近接性の確認において、第二種指定電気通信設備を設置する事業者（以下、

「二種指定事業者」という。）のサービス等の料金に割引を考慮する場合は、ＭＶ

ＮＯのサービス等の料金においても同様の割引を考慮するなど、可能な限り二種

指定事業者とＭＶＮＯの割引条件をそろえて比較すべき。ＦＴＴＨアクセスサー

ビスとのセット割はモバイルプランとセットであるからこそ発生する割引であ

ることを踏まえれば、割引額の原資までも全額固定側から支出されているわけで

はなく、実態としては、二種指定事業者同様、モバイル・固定双方から支出され

ていると考えられることから、両者の比較条件の同等性を図ることが、より公正

な料金近接判断に寄与するものと考える。 

考え方５  

○ 料金近接性の確認において、第二種指定電気通信設備を設置する事業者（以

下、「二種指定事業者」）のサービス等の料金に割引を考慮する場合は、MVNOに

おいても同様の割引を考慮するなど、可能な限り二種指定事業者とMVNOの割引

条件を揃えて比較すべきと考えます。 

○ 昨年度検証におけるFTTHアクセスサービスとのセット割引の扱いに関し、二

種指定事業者はモバイルサービスからの割引を考慮した一方、MVNOはモバイル

サービスからの割引を考慮しない形で料金近接性を確認しており、両者の比較

条件の同等性が確保されていない状況となっています。 

○ この点、接続料の算定等に関する研究会第八次報告書案に対する意見募集に

おいて、「FTTHアクセスサービスとのセット割引については、MVNOの会計上、当

該セット割引の原資がモバイル・固定双方から支出されているのであれば、二

種指定事業者と同様に割引を考慮して料金近接の判断を実施すべき」旨当社か

ら意見し、総務省殿から「MVNOから、FTTHアクセスサービスとのセット割引に

係る割引額は、全額FTTHアクセスサービスの料金の割引である旨の説明があっ

たことから、MVNOのサービス等の料金からはFTTHアクセスサービスとのセット

割引額は全額控除せずに料金近接性の確認を行っており、この考え方について

一定の合理性がある」との考え方が示されました。 

○ しかしながら、FTTHアクセスサービスとのセット割はモバイルプランとセッ

トであるからこそ発生する割引であることを踏まえれば、割引額の原資までも

○ 「接続料の算定等に関する研究会 第八次報
告書（案）」に対する意見募集において同研究会
が示した考え方72のとおり、現行の指針におい
ても、ＭＮＯが提供しているサービス等にＦＴ
ＴＨアクセスサービスとのセット割引が存在
し、ＭＶＮＯが提供しているサービス等にもＦ
ＴＴＨアクセスサービスとのセット割引が存
在する場合には、ＭＶＮＯのサービス等につい
てもセット割引を考慮した料金で比較するこ
ととしています。 
ただし、先般の検証においては、ＭＶＮＯか

ら、ＦＴＴＨアクセスサービスとのセット割引
に係る割引額は、全額ＦＴＴＨアクセスサービ
スの料金の割引である旨の説明があったこと
から、ＭＶＮＯのサービス等の料金からはＦＴ
ＴＨアクセスサービスとのセット割引額は全
額控除せずに料金近接性の確認を行ったもの
です。 

○ ＭＮＯが提供しているサービス等にセット
割引適用サービスとのセット割引が存在し、Ｍ
ＶＮＯが提供している競合サービス等にも同

無 
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全額固定側から支出されているわけではなく、実態としては、二種指定事業者

同様、モバイル・固定双方から支出されていると考えます。 

○ したがって、FTTHアクセスサービスとのセット割引について、MVNOもセット

割引を実施している場合は、二種指定事業者と同様に割引を考慮し、両者の比

較条件の同等性を図ることが、より公正な料金近接判断に寄与するものと考え

ます。 

【ソフトバンク株式会社】 

様のセット割引が存在する場合で、ＭＶＮＯに
おけるセット割引に係る割引額の全部又は一
部が競合サービス等の料金の割引であること
が確認される場合には、当該割引額の全部又は
一部について競合サービス等の料金から控除
する等の形で比較することが適当と考えます。 

意見６ 

● シェアの大きい指定事業者による通信料金割引の実施は、モバイル市場の競

争環境に大きく影響を及ぼすことも懸念されるため、価格圧搾等の確認を目的

とした従来のモバイルスタックテストによる検証に加え、ＭＮＯとＭＶＮＯの

競争状況の確認（至近の新規獲得における提供料金等の適正性の検証等）を競

争ルールの検証に関するＷＧと共同で実施するなど、公正な競争環境の更なる

確保に向けた取組みについて、検討することを要望。 

考え方６  

○ 先般公表された「競争ルールの検証に関する報告書 2024」では、通信料金割

引規制に関する考え方として「今般の見直しにより認めることとなる通信料金

割引については、シェアが大きい指定事業者も対象になることを踏まえれば、

MNOとMVNO間のイコールフッティングを確保する観点から、MNOの設定する料金

が価格圧搾による不当な競争を引き起こすものでないことを確認するために実

施している、移動通信分野における接続料等と利用者料金の関係の検証（モバ

イルスタックテスト）においても考慮される」と示されております。 

○ この点、シェアの大きい指定事業者による通信料金割引の実施は、モバイル

市場の競争環境に大きく影響を及ぼすことも懸念されるため、価格圧搾等の確

認を目的とした従来のモバイルスタックテストによる検証に加え、MNOとMVNOの

競争状況の確認（至近の新規獲得における提供料金等の適正性の検証等）を競

争ルールの検証に関するＷＧと共同で実施いただく等、公正な競争環境のさら

なる確保に向けた取り組みについて、ご検討いただくよう要望いたします。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

○ 従来のモバイルスタックテストによる検証

に加え、ＭＮＯとＭＶＮＯの競争状況の確認等の

公平な競争環境のさらなる確保に向けた取組

について検討を要望するとの御意見について

は、参考として承ります。 

無 

意見７ 

● 昨年度届出のあったデータ接続料について、一部の事業者においては2026年

度には上昇に転じる見込みであり、上昇後のデータ接続料を用いた場合と現時

点のデータ接続料を用いた場合とでは、検証結果が異なる可能性があると考え

る。仮に、上昇後のデータ接続料にて同等の価格でＭＶＮＯが競合サービスを

考え方７  
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提供できない状況が想定される場合、将来、ＭＶＮＯが市場から淘汰され、移

動系通信市場が再びＭＮＯグループの協調的寡占となり、その結果、料金の高

止まりやサービスの横並び等、利用者利便を大きく損ねる可能性があると想

定。 

● このため、データ接続料の上昇等、ＭＶＮＯの競争力に一定の影響を及ぼす

ことが想定される場合は、従来のスタックテストに加え、諸元となる接続料を

上昇後の接続料に置き換えるなどの簡易な検証を実施するなど、ＭＮＯとＭＶ

ＮＯ間のイコールフッティングの更なる確保に向けた事前措置について検討を

要望。 

○ 昨年度届出のあったデータ接続料について、一部の事業者においては2026年

度には上昇に転じる見込みであり、上昇後のデータ接続料を用いた場合と、現

時点のデータ接続料を用いた場合とでは、検証結果が異なる可能性があると考

えております。 

○ この点、仮に、上昇後のデータ接続料にて同等の価格でMVNOが競合サービス

を提供できない状況が想定される場合、将来、MVNOが市場から淘汰され、移動

系通信市場が再びMNOグループの協調的寡占となり、その結果、料金の高止まり

やサービスの横並びなど、利用者利便を大きく損ねる可能性があると想定して

おります。 

○ このため、将来、データ接続料の上昇等、MVNOの競争力に一定の影響を及ぼ

すとことが想定される場合については、従来のスタックテストに加え、諸元と

なる接続料を上昇後の接続料に置き換える等の簡易な検証を実施いただく等、

MNOとMVNO間のイコールフッティングのさらなる確保に向けた事前措置について

ご検討をお願いいたします。 

【株式会社オプテージ】 

○ データ接続料の上昇等が想定される場合に、

従来のスタックテストに加え将来の接続料を

用いた簡易な検証を行う等のＭＮＯとＭＶＮ

Ｏ間のイコールフッティングのさらなる確保

に向けた事前措置について検討を要望すると

の御意見については、参考として承ります。 

無 

３．検証の実施方法（３）検証方法 

意見８ 

● 特定決済方法割引の考慮に当たっては、二種指定事業者の会計処理に合わせて

割引を考慮するものと理解。 

考え方８  

○ 利用者料金に関する割引について、特定決済方法割引の考慮にあたっては、

二種指定事業者の会計処理に合わせて割引を考慮するものと理解しています。 

【ソフトバンク株式会社】 

○ 接続料の算定等に関する研究会第八次報告

書において、「割引の原資や会計上の処理に応

じて、割引額のうちモバイルサービスに係る割

引額を考慮することが適当」とされているとお

り、特定決済方法割引の原資や会計上の処理に

無 
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応じて、特定決済方法割引に係る割引額のうちモ

バイルサービスに係る割引額を考慮すること

が適当と考えます。 

意見９ 

● 検証対象サービス等を提供する指定事業者以外の電気通信事業者（以下、「他

事業者」という）が提供するサービスとのセット割引の考慮に当たっては、検証

対象サービスの利用者料金からセット割引額の全額を控除することとなってい

るが、他事業者が提供するサービスとのセット割引においても、実際の会計処理

方法に応じて当該割引原資額を考慮すべきと考える。 

考え方９  

○ 本指針の改定案において、検証対象サービス等を提供する指定事業者以外の

電気通信事業者（以下、「他事業者」という）が提供するサービスとのセット割

引については、検証対象サービスの利用者料金からセット割引額の全額が控除

される算出方法が適用されています。モバイルスタックテストにおいて、指定

事業者が提供するセット割引適用サービスとのセット割引額の按分方法はMNOに

おける実際の会計処理を踏まえて決定されたことを踏まえると、他事業者が提

供するサービスとのセット割引においても、実際の会計処理方法に応じて当該

割引原資額を考慮すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 現行の指針においても、「検証対象サービス

等を提供する指定事業者以外の電気通信事業

者が提供するＦＴＴＨアクセスサービスとの

セット割引においては、現に検証対象サービス

等の料金に対して適用される割引額」を検証対

象サービス等に係る割引額とすることとして

います。 

これは、指定事業者が提供する検証対象サー

ビス等と当該指定事業者以外の電気通信事業

者（以下「他事業者」という。）が提供するセッ

ト割引適用サービスとのセット割引において、

指定事業者が当該セット割引に係る割引額の

全額を自ら検証対象サービスの利用者料金か

ら割り引いている場合には、他事業者から受領

する販売奨励金等の有無、多寡等に関わらず、

スタックテストにおいて、割引額の全額を考慮

することとしているものです。 

なお、同様のセット割引において、当該指定

事業者と他事業者の双方がそれぞれ自らのサ

ービスの利用者料金から割り引いている場合

には、指定事業者は自らが検証対象サービス等

の利用者料金から割り引く割引額についての

み考慮することが適当と考えます。 

無 

意見10 考え方10  



８ 

 

● 「競争ルールの検証に関する報告書2024」において、端末購入を条件としない、

新規契約を条件とする通信料金割引を認めることが適当であること及びこの通

信料金割引はモバイルスタックテストにおいても考慮されるとの見解が示され

たと認識。この点、通信料金割引は新規獲得に大きな影響を与えるものであり、

モバイルスタックテストにおける利用者料金からの控除については、新規獲得費

用を新規加入者数で按分するなど、至近の競争状況を反映することが重要である

と考える。一方で、モバイルスタックテストにおいて、検証対象を一部に限定す

ることが難しい場合は、新規獲得に着目した検証を競争状況の確認の観点から実

施するよう検討を要望。 

● また、通信料金割引の適用対象となったプランが過去に検証済みであることを

理由に検証対象から排除されないことを要望。 

○ 「競争ルールの検証に関する報告書2024」において、端末購入を条件とし

ない、新規契約を条件とする通信料金割引を認めることが適当であること

と、この通信料金割引はモバイルスタックテストにおいても考慮されるとの

見解が示されたと認識しております。 

○ この点、通信料金割引は新規獲得に大きな影響を与えるものであり、モバ

イルスタックテストにおける利用者料金からの控除については、新規獲得費

用を新規加入者数で按分する等、至近の競争状況を反映することが重要だと

考えます。 

○ 一方で、モバイルスタックテストにおいて、上記のように検証対象を一部

に限定することが難しい場合は、新規獲得に着目した検証を競争状況の確認

の観点から実施いただくよう、ご検討をお願いいたします。 

○ また、通信料金割引を反映した検証を実施する場合には、通信料金割引の適

用対象となったプランが過去に検証済みであることを理由に検証対象から排除

されないことを要望いたします。 

【株式会社オプテージ】 

○ 「接続料の算定等に関する研究会 第八次報

告書（案）」に対する意見募集において同研究会

が示した考え方83のとおり、モバイルスタック

テストにおいては、通信料金割引は、新規獲得

費用ではなく、利用者料金の額から控除される

ことになると考えます。 

○ 新規獲得に着目した検証を競争状況の確認

の観点から実施することを要望するとの御意

見については、参考として承ります。 

○ 過去に検証対象となったサービス等につい

ては、接続料の算定等に関する研究会第八次報

告書において、「利用者料金の低廉化や接続料

等の上昇等、今回の検証からの状況変化がみら

れない限りにおいては、再度の検証を行わない

ことが適当」とされているとおり、利用者料金

の低廉化等の状況変化が見られる場合には、再

度の検証を行うことは妨げられないと考えま

す。 

無 

５．その他   

意見11 

● 移動通信分野において、販売される端末のＳＩＭロック無しは増えたが、周

波数ロックが５Ｇｓｕｂ６周波数（3.7GHｚ~)で露骨にかけられている。周波数

考え方11  



９ 

 

ロックが無いことで利用できる周波数帯が多いことはパケ詰まりの抑止だけで

なく、パケ詰まりを解消するために過剰に都心部に基地局を高頻度に設置する

コスト（設備費・工事事業者の人件費）の抑制になる。 

○ 移動通信分野で５G普及の為に販売奨励金の増額が決定されたが、販売される

端末のSIMロック無しは増えたが、周波数ロックが５Gsub6周波数（3.7GHｚ~)で

露骨にかけられている。 

現在、ほぼ全ての通信事業者でパケ詰まりと呼ばれる通信障害に近い主にデ

ータ通信が不安定な状況が発生している。 

○ これは周波数ロックにより表向きSIMロックは解除したが、使える周波数が旧

世代の３G（NTTドコモ）4G（700~900MHz、1.5GHz、1.7GHz、2GHzのMNO4社）し

か使えず、4G+（2.5GHz au/SoftBannk）ですら使えない為、通信が周波数利用

効率が悪くQoS（通信の優先順位を付けて輻輳を防ぐ技術）の限界を超えるトラ

フィックが発生する事がパケ詰まりが発生する元凶である。 

○ また、近年のiPhone及び中華製端末の国内専用販売品はほぼ周波数ロックが

かかっておらずNTTドコモのSub6n79に対応する端末は少ないがau/SoftBank/楽

天のn77/n78に対応している端末は新品・中古関わらず潤沢に供給され国内メー

カの周波数ロックが掛かった端末は近年激増するトラフィックに対して不十分

であると言わざるを得ない。 

なにより同じ新品で周波数ロック無しの国内メーカが携帯電話ショップでの

割賦価格より異常に高い割にSIMフリー及び周波数ロックの無いXiaomiの方が3

分の2の価格で購入できる時点で勝負にならないのは目に見えている。 

○ これ等がFCNT（旧富士通のスマートフォン）を筆頭に複数の国内系携帯端末

メーカー市場撤退を招き国内エレクトロニクス産業に確実にダメージを与えた

失策であると言える。 

○ 携帯会社を変える度に端末買い換えをしていたら環境保護とは真逆である

し、周波数ロックが無いことで利用できる周波数帯が多い事はパケ詰まりの抑

止だけでなく、パケ詰まりを解消する為に過剰に都心部に基地局を高頻度に設

置するコスト（設備費・工事事業者の人件費）の抑制になる。 

【個人Ｂ】 

○ 本改定案の内容と直接関係のない御意見と

して承ります。 

無 

以上 


